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第１ 処理の基本方針

（ １ ） 生活系一般廃棄物は、 排出者が自ら 処分でき る も のの他、 法及び条例の定める と こ

ろによ り 、 北方町が処理する 。

（ ２ ） ごみは、 可燃物と 不燃物と に分け、 又資源と し て再利用でき る も のは、 なる べく 回

収する よ う 努める も のと する 。

（ ３ ） 事業系一般廃棄物は、 事業者が自ら 処分する こ と を原則と する 。

（ ４ ） 住宅火災廃棄物については、 家屋等解体業者が解体し たも の、 がれき 、 灰は産業廃

棄物扱いと し 、 その他の一般廃棄物は通常の処理に準ずる こ と を基本と する 。

（ ５ ） 在宅医療廃棄物については感染性を 有し ている も の（ 注射針、 注射筒、 チュ ーブ、

カテーテル類） は医療機関や薬局で回収、 処理する こ と と し 、 非感染性の一般廃棄

物については通常の処理に準ずる こ と を基本と する 。

第２ 一般廃棄物の処理主体

1 ごみの処理主体

種 類 計画量 収集運搬 処 理・ 処 分

可燃ごみ

ｔ /年

2,900

委託

(株)美濃環境保全社 西濃環境整備組合 焼 却

事業系ごみ 1,700

許可

(有)揖斐・ 本巣ｸﾘ ﾅーー

(株)富士

(株)野々村商店

東海環境ｻー ﾋﾞ ｽｾﾝﾀｰ

西濃環境整備組合 焼 却

ペッ ト ボト ル 45

委託

(株)美濃環境保全社
協栄 J& T 環境㈱

資源化

直 営 ㈲舩坂商店

ガラ ス びん 100

委託

三新硝子(株) 三新硝子(株) 資源化

直 営

缶 類 30

委託

(株)美濃環境保全社

北方町ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

選別･プレス

㈲舩坂商店

資源化

直 営

古 着

ｔ /年

20

委託

(株)美濃環境保全社 ㈲舩坂商店 資源化

直 営



古紙類 100 直 営 ㈲舩坂商店 資源化

不

燃

物

割れガラ ス

・ 陶器類
50

直 営

委託

(株)美濃環境保全社

ﾃｨ ｴーﾑｴﾙﾃ゙ (株)

ト ーエイ (株)
資源化

その他不燃物
三重中央開発(株)

㈲野々村商店
埋 立

粗大ごみ 270 直 営

直営にて 中間処理後の残渣の処理は

以下のと おり

・ 可燃残渣→西濃環境整備組合→焼却

・ 不燃残渣→その他不燃物と 同様

・ 金属残渣→㈲舩坂商店→資源化

・ 廃布団類→(株)市川環境ｴﾝｼ゙ ﾆｱﾘﾝｸﾞ →

資源化、 ｲ ･ーｽﾃー ｼ゙ ㈱→焼却

羽毛ふと ん→河田ﾌｪｻ゙ ㈱ー→資源化

プラ ス チッ ク 製容器

包装
47

委託

(株)美濃環境保全社
公益社団法人日本

容器包装ﾘｻｲｸﾙ協会
資源化

直 営

乾 電 池 5

直 営

拠点回収 ｲー ･ｽﾃー ｼ゙ ㈱
資源化

埋立
委託 (株)美濃環境保全社

蛍 光 管 2
直 営

ｲー ･ｽﾃー ｼ゙ ㈱
資源化

埋立委託 (株)美濃環境保全社

白色ト レ イ

発泡ス チロ ール
3

直 営

拠点回収
直 営 資源化

特定家庭用機器廃棄物

(義務外品)
10

許可

(有)揖斐・ 本巣ｸﾘ ﾅーー

(株)富 士
指定引取場所で引き 渡し

協定

SG ムービング㈱

(ﾘﾈｯﾄｼ゙ ｬﾊ゚ ﾝﾘｻｲｸﾙ㈱)

小型家電 2
直 営

ﾃｨ ｴーﾑｴﾙﾃ゙ (株)

ト ーエイ (株) 資源化

直 送 ﾘﾈｯﾄｼ゙ ｬﾊ゚ ﾝﾘｻｲｸﾙ㈱



２ し 尿等の処理主体

第３ 処 理 計 画

１ ごみ処理実施計画

（ １ ） ごみの排出抑制・ 再資源化計画

ア 排出抑制の方法

町民及び事業者は、 ごみの排出前の段階において包装の簡素化、 容器の回収、 自

家処理などに努め、 町は次の各事業を推進する こ と によ り 、 ごみの排出抑制を図る 。

① 資源回収団体奨励金交付事業

② ガラ ス びん・ ペッ ト ボト ル・ 缶・ 衣類・ プラ ス チッ ク 製容器包装分別収集事業

③ 不燃物分別収集によ る 資源回収事業

④ 白色ト レイ 、 発泡ス チロ ール分別回収事業

⑤ 中間処理施設における 資源回収事業

⑥ 生ごみの堆肥化促進事業、 飼料化事業

⑦ 特定家庭用機器再商品化法対象品目収集運搬事業

⑧ 資源有効利用促進法や廃棄物処理法の広域認定制度に基づく 対象品目の収集・

運搬事業

⑨ レジ袋有料化促進事業

⑩ 小型家電リ サイ ク ル事業

⑪ 使用済みイ ンク カート リ ッ ジ再資源化事業

イ 再資源化の方法及び量

① 資源回収団体奨励金交付事業

従来から 子ども 会等が行っている 古紙類、 紙パッ ク など、 再生利用でき る 古紙

類の集団回収に対し 、 奨励金を回収量に応じ て交付し ている 。 本年度の回収団体

によ る 計画量は 10ｔ である 。

② ガラ ス びん、 ペッ ト ボト ル、 缶、 衣類、 プラ ス チッ ク 製容器包装分別収集事業

ガラ ス びん、 缶の分別収集に引き 続き 、 ペッ ト ボト ルを平成 10 年度よ り 分別収

集を実施し た。平成 17 年 4 月よ り 更にプラ スチッ ク 製容器包装の分別収集を始め

資源化を進めている 。 本年度の計画量は第 2 の表 1 のと おり である 。

③ 不燃物分別収集によ る 資源回収事業

種 類 排出量 収集運搬 収集回数 処 理 ・ 処 分

し 尿

KＬ /年

160

許可

(株) 富 士

月 1 回

及び随時

も と す広域

連合衛生施設
処理施設で処分

浄化槽汚泥 1,860
許可

(株) 富 士
随 時

も と す広域

連合衛生施設
処理施設で処分



不燃物のう ち、 陶磁器・ 割れガラ スは資源化物と し て、 乾電池・ 蛍光管は有害

ごみ（ 一部資源化） と し て、 分別収集し 、 適正な処理を進める 。 本年度の計画量

は、 第 2 の表 1 のと おり である 。

④ 白色ト レイ ・ 発泡ス チロ ール分別回収事業

平成 11 年度よ り 白色ト レイ の拠点回収を始め、 北方町リ サイ ク ルセンタ ーにお

いて発泡ス チロ ールと 混ぜて、 ス チロ ール減溶機によ る 資源化を進めている 。 本

年度の計画量は第 2 の表 1 のと おり である 。

⑤ 中間処理施設における 資源回収事業

平成 17 年 4 月よ り 稼動し た北方町リ サイ ク ルセンタ ーにおいて粗大ごみを破砕

し 、 磁選機及びアルミ 選別機によ る 金属回収や布団等の再資源化を行う 。 本年度

の計画量は別紙１ のと おり である 。

⑥ 生ごみの堆肥化促進事業、 飼料化事業

ダンボールコ ンポス ト の普及によ り 、 生ごみの堆肥化によ る 資源循環を進めて

いる 。 ま た、 ユニー㈱アピタ 北方店から 発生し た生ごみを関エコ フィ ード センタ

ーに搬入し 、 生ごみの飼料化を行う 。

⑦ 特定家庭用機器再商品化法対象品目収集・ 運搬事業

平成 13 年度から 特定家庭用機器再商品化法（ 家電リ サイ ク ル法） の施行に伴い、

対象家電 4 品目のリ サイ ク ルを推進する ために、 小売業者の引き 取り 義務のない

特定家庭用機器再商品化法対象品目については、 本町の許可を受けた一般廃棄物

収集業者（ 第 2 の表 1 のと おり ） で収集し 製造業者等指定の次の引取場所へ運搬

する 。

【 製造業者等指定引取場所】

㈱斉藤商店 揖斐郡大野町大字加納字六反田西 1330-10

西濃運輸㈱ 六条倉庫 岐阜市六条大溝 1-10

また、 令和 5 年 1 月 5 日よ り リ ネッ ト ジャ パンリ サイ ク ル㈱、 SG ムービング

㈱と 協定を締結し 、 家の中の設置場所から 搬出し て製造業者等指定引取場所へ運

搬する 事業を開始し た。

⑧ 資源有効利用促進法や廃棄物処理法の広域認定制度に基づく 対象品目の収集・

運搬事業

パソ コ ン、 二輪車、 消火器など事業者・ 団体が回収・ 資源化のリ サイ ク ルルー

ト を確立し たも のについては、 そのルート に沿った排出をする も のと し 、 町の粗

大ごみと し て取り 扱わない。

⑨ レジ袋有料化促進事業

レジ袋使用削減のため、 マイ バッ ク を持参する など、 ごみ減量と 地球温暖化防

止を進めている 。

⑩ 小型家電リ サイ ク ル事業

平成 29 年 10 月 1 日よ り 収集のための専用回収コ ンテナを北方町リ サイ ク ルセ



ンタ ーに常設し 、 使用済小型家電 11 品目を対象に事業を開始し た。 回収し た使用

済小型家電は認定事業者に売却し 、 再資源化を進めている 。 ま た、 令和 2 年 10 月

29 日よ り リ ネッ ト ジャ パンリ サイ ク ル㈱と 協定を締結し 、 宅配便を活用し た使用

済みパソ コ ン・ 小型家電の回収を開始し た。 本年度の計画量は、 第 2 の表 1 のと

おり である 。

⑪ 使用済みイ ンク カート リ ッ ジ再資源化事業

令和 4 年 9 月 7 日にイ ンク カート リ ッ ジの再資源化事業を行う ジッ ト ㈱と 協定

を締結し 、 使用済みカート リ ッ ジを回収する 専用ボッ ク ス を北方町役場と 北方町

リ サイ ク ルセンタ ーに設置。 回収さ れたカート リ ッ ジを再資源化する こ と で、 一

般廃棄物の減量や二酸化炭素排出の抑制等が見込ま れる 。

ウ 関連施設の概要

① 廃棄物資源化施設

② 資源ごみ拠点回収施設

施 設 名 北方町リ サイ ク ルセンタ ー

所 在 地 本巣郡北方町柱本 700 番地

形 式

破砕設備

2 軸せん断型破砕機

選別設備

磁選機（ 吊下永磁式）

アルミ 選別機（ 永磁回転ド ラ ム式）

再生設備

鉄圧縮成形機（ 油圧二方締機）

アルミ 圧縮成形機（ 油圧二方締機）

容器包装圧縮成形機（ 圧縮梱包型）

ふと ん圧縮梱包機

ス チロ ール減溶機

公 称 能 力

粗大ごみ 1.5ｔ /5ｈ /日

3.36ｔ /5ｈ 金属ごみ 1.2ｔ /5h/日

プラ スチッ ク 容器包装ごみ 0.61ｔ /5ｈ /日

布団・ 絨毯・ カーペッ ト 0.05ｔ /5h/日

作 業 委 託 先 株式会社 富士

施 設 名 北方町リ サイ ク ルセンタ ー エコ ド ーム

所 在 地 北方町柱本 700 番地

建 物 概 要
鉄筋コ ンク リ ート 造平屋建 延床面積 814 ㎡

資源ごみ持込ヤード



③ 啓発施設

（ ２ ） 収集・ 運搬計画

ア 収集・ 運搬する 廃棄物の量

第 2 一般廃棄物の処理主体に記載

イ 計画処理区域

北方町全域

ウ 処理対象人口

18,553 人（ 令和 8 年 2 月 1 日現在）

エ 収集回数

可燃ごみ： 週 2 回／地区（ 町内 2 地区）

※高齢者ごみ出し 支援事業に係る 回収： 週 4 回（ 町内 1 カ所）

ガラ スびん、 缶、 衣類、 プラ ス チッ ク 製容器包装： 月 1 回／地区（ 町内 3 地区）

ペッ ト ボト ル： 月 1 回／全町内

不燃物： 隔月 1 回／地区（ 町内 2 地区）

粗大ごみ戸別収集： 週 2 回

直接搬入ごみ： 火・ 木・ 金曜日及び第 2・ 第 4 日曜日

道路等公共施設内の飼い主不明犬猫等死体： 随時

オ 収集の方法

① 可燃ごみ

町内約 300 ヵ 所ある 自治会等が指定する 集積場へ当町指定ごみ袋（ 大袋 45ℓ 中

袋 30ℓ 小袋 20ℓ） で午前 8 時ま でに排出する ステーショ ン方式と し て、 収集地区

を 2 地区に分け、 １ 地区週 2 回の曜日を指定し 、 委託によ り 収集する 。

※ 高齢者ごみ出し 支援事業に係る 集積所については、 当町指定ごみ袋（ 大袋 45

ℓ 中袋 30ℓ 小袋 20ℓ） へ町よ り 交付する 「 ごみ出し 支援シール」 を貼付し 、

午後 2 時 30 分ま でに排出する ステーショ ン方式と し て、 町内一カ所を週 4 回の

曜日を指定し 、 委託によ り 収集する 。

② ガラ ス びん・ 缶・ 衣類・ プラ スチッ ク 製容器包装

町内約 180 ヵ 所ある 自治会等が指定する 集積場へ回収かご及び専用容器にて午

前 8 時ま でに搬出する ス テーショ ン方式を原則と し て、 収集地区を 3 地区に分け、

1 地区月 1 回の曜日を指定し 委託によ り 収集する 。

作 業 委 託 先 有限会社 舩坂商店

施 設 名 北方町リ サイ ク ルセンタ ー プラ ザ棟

所 在 地 北方町柱本 700 番地

建 物 概 要

鉄筋コ ンク リ ート 造平屋建 延床面積 314.94 ㎡

展示室・ ふれあいサロ ン・ 研修室



③ ペッ ト ボト ル

町内約 180 ヵ 所ある 自治会等が指定する 集積場へ回収かご及び専用容器にて午

前 8 時ま でに搬出する ス テーショ ン方式を原則と し て、 全町内毎月 1 回の曜日を

指定し 委託によ り 収集する 。

④ 不燃物

町内約 180 ヵ 所ある 自治会等が指定する 集積場へ回収かご及び専用容器にて午

前 8 時ま でに搬出する ス テーショ ン方式を原則と し て、 収集地区を 2 地区に分け、

隔月 1 回の曜日を指定し 委託によ り 収集する 。

⑤ 粗大ごみ

電話申込みによ り 有料で直営によ り 戸別収集する 。

⑥ 廃乾電池

町内公共施設４ 箇所の常設ス テーショ ンでの拠点回収方式と し 、 月 1 回程収集

する 。（ 働く 婦人の家・ 役場・ 北方町アルテッ ク アリ ーナ・ 勤労青少年ホーム）

ま た、 不燃物収集の際に、 各地区年 1 回特別収集を実施する 。

⑦ 白色ト レイ

町内公共施設 4 箇所の常設ス テーショ ンでの拠点回収方式と し 、 月 1 回程収集

する 。（ 働く 婦人の家・ 役場・ 北方町アルテッ ク アリ ーナ・ 勤労青少年ホーム）

⑧ 美化運動時ごみ

河川美化運動（ 4 月 12 日） 及び町内一斉美化運動（ 6 月 7 日） 時の清掃ごみを

委託し 収集する 。

⑨ 事業系ごみ

事業活動に伴って生じ た一般廃棄物は、 事業者が自ら 処理（ 運搬及び処理） す

る も のと する 。 し かし 、 事業者が自ら 処理でき ない場合は、 町が収集・ 運搬を許

可し た業者に処理を委託する 。

⑩ 直接搬入ごみ

資源ごみ、 粗大ごみについて、 火・ 木・ 金曜日及び第 2、 第 4 日曜日にリ サイ ク

ルセンタ ーに自己搬入する 。

粗大ごみについては、 重量によ る 処理料金（ 10kg 毎 400 円） を徴収する 。

⑪ 道路等公共施設内の飼い主不明犬猫等死体

町民から の通報に基づき 、 随時委託によ り 収集処理をする 。

【 委託業者】

㈱美濃環境保全社 本巣市仏生寺 391 番地 7

カ ごみ集積場の設置基準

ごみ集積場 1 箇所につき 、 20 戸以上の利用がある こ と 。 なお、 ごみ集積場の設置、

変更、 廃止を行う 場合は、 当該自治会長が町長に届け出なければなら ない。 ま た、

原則と し てごみ集積場の維持管理は当該自治会、 集合住宅の所有者も し く は管理者

が行い、 ごみ集積場の清潔保持に努めなければなら ない。



キ 収集基地等の概要

① 直 営

② 一般廃棄物許可業者（ 法第 7 条に規定する 業者）

※許可業者の処分先については、 第 2 の表 1 に準ずる こ と を基本と する 。 ただし 、

北方町直営施設は除く 。

（ ３ ） 中間処理計画

ア 処理施設の概要

イ 搬入さ れる 廃棄物の内訳量

別紙 1 のと おり

ウ 残渣の量及び処分方法

令和 8 年度における 粗大ごみの中間処理後の残渣については、 別紙 1 の粗大ごみ

の種類及び量に記載のと おり 。

（ ４ ） 最終処分計画

施 設 名 北方町リ サイ ク ルセンタ ー

所 在 地 北方町柱本 700 番地

敷地面積 8,490.1 ㎡

業 者 名 所 在 地

㈲揖斐・ 本巣ク リ ーナー 本巣市仏生寺 391 番地の 1

㈱ 富 士 北方町小柳 1 丁目 14 番地

㈱ 野 々 村 商 店 岐阜市則松 2 丁目 157 番地

東海環境サービスセンタ ー 大垣市墨俣町墨俣 527 番地

施 設 名 北方町リ サイ ク ルセンタ ー

所 在 地 北方町柱本 700 番地

形 式 2 軸せん断型破砕機

公称能力 1.5ｔ /5ｈ

運搬業者
岐阜県岐阜市則松 2 丁目 157 番地

株式会社 野々村商店

処理・ 処分

業者

三重県伊賀市予野字鉢屋 4713 番地

三重中央開発 株式会社

処理委託する 一般廃棄物の

種類、 数量、 処理方法

種 類 数量 処分方法

その他不燃物 30 t 破砕・ 選別又は

管理型埋立処分場



（ ５ ） 住民に対する 広報・ 啓発活動

本年度に実施する 広報・ 啓発活動の内容は、 下記のと おり である 。

ア ごみ中間処理施設見学の受入れ

イ ｢広報き たがた｣、「 カワ セミ 便」 に環境だよ り の記事を掲載し 、 啓発する 。

ウ く ら し のカレンダーの作成・ 配布

２ 生活排水処理実施計画

（ １ ） 生活排水処理計画

下水道で処理する 区域及び人口等（ 令和 8 年 2 月 1 日現在）

（ ２ ） し 尿・ 浄化槽汚泥の処理計画

ア 収集・ 運搬計画

① 処理対象人口 （ 令和 8 年 2 月 1 日現在）

② 収集・ 運搬する 廃棄物の量

別紙 2・ 3 のと おり

③ 収集区域の範囲

北方町全域

④ 収集回数及び収集の方法

ａ し 尿

し 尿汲み取り 届出がある 一般家庭及び事業所並びに施設等を１ ヶ 月間隔

を原則と し て、 バキュ ーム式収集運搬車によ り 収集を行う 。

ｂ 浄化槽汚泥

浄化槽の清掃及び清掃に伴って生じ た汚泥等の収集・ 運搬は、 浄化槽法

第 35 条に基づく 浄化槽清掃業の許可を受け、 かつ、 廃棄物の処理及び清

最終処分場の所在地 三重県伊賀市予野字鉢屋 4713 番地

最終処分場容量 容 量： 5,500,000 ㎥

区 分 ・ 年 度 令和 8 年度

行政区域内人口 （ 人） 18,553

行政区域内面積（ ｈ ａ ） 417

処理区域内人口 （ 人） 18,547

下水道普及率 （ ％） 99.967

区 分 ・ 年 度 令和 8 年度

単独浄化槽（ 人） 1,681

合併浄化槽（ 人） 337

汲み取り （ 人） 87



掃に関する 法律第 7 条に基づく 一般廃棄物処理業の許可を受けた業者が、

一体の業務と し て行う も のと する 。 収集回数は、 随時行う も のと する 。 収

集の方法は、 バキュ ーム式汚泥収集運搬車によ り 収集する 。

イ 中間処理計画

処理施設の概要

ウ 最終処分計画

処分さ れる 廃棄物の量

（ ３ ） 住民に対する 広報・ 啓発活動

ア し 尿・ 浄化槽関係

① 浄化槽設置者に対し 、 保守点検、 清掃、 法定検査などの適正な維持管理を確実

に行う よ う 指導する 。

② 保守点検、 清掃、 法定検査などを行っていない浄化槽設置者に対し 、 指導文書

を配布する 。

③ 「 広報き たがた」、「 カワ セミ 便」 に、 保守点検・ 清掃・ 法定検査（ ３ つの義務）

等についての記事を掲載し 、 啓発する 。

施 設 名 も と す広域連合衛生施設

所 在 地 瑞穂市生津天王東町 2 丁目 57 番地

形 式 標準脱窒素処理方式

公 称 能 力 198ｋ ｌ ／日

種 類 量 処 理 ・ 処 分

し 尿

ｋ ｌ /年

160

も と す広域

連合衛生施設
処理施設で処分

浄化槽汚泥 1,860



別 紙 1

令和 8 年度 一般廃棄物収集運搬予定量（ 北方町リ サイ ク ルセンタ ー）

（ 単位： ｔ ）

種 類 量

粗大ごみ 255

破砕残渣 120

可燃ごみ 15

不燃残渣 10

資源ごみ 110

その他金属 70

固形燃料化 40

不燃ごみ 47

その他不燃物 10

資源ごみ（ 陶器・ ｶ゙ ﾗｽ製食器類） 30

有害ごみ 7

乾電池 5

蛍光管 2

資源ごみ 267

古紙類 100

古 着 20

プラ 容器包装 47

ペッ ト ボト ル 24

ス チロ ール・ ト レイ 3

空き 缶 30

ガラ ス びん 43

白（ 無色透明） ガラ ス びん 20

茶色ガラ ス びん 13

その他のガラ ス びん 10

合 計 569



別 紙 2

令和 8 年度 し 尿 収 集 処 理 計 画

こ の計画は、 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律第 6 条第１ 項の規定によ り 定める

も のと する 。

１ 計画処理区域

北方町全域

２ し 尿処理

（ １ ） し 尿の収集処理主体

一般家庭及び事業所並びに町施設等から 排出さ れる し 尿の収集形態及び処

理主体は次のと おり である 。

３ 処理計画

（ １ ） し 尿の収集運搬

ア 収 集

し 尿汲み取り の届出がある 一般家庭及び事業所並びに施設等を１ ヶ 月間

隔を原則と し て収集を行う 。 予定搬出量は 160ｋ ｌ /年を見込む。

イ 収集し たし 尿の搬入先

も と す広域連合衛生施設へ搬入する 。

４ 処理施設

区 分 収 集 区 域 処 理 処 分

許 可 北 方 町 全 域
も と す広域連合衛生施設

標準脱窒素処理方式

施 設 名 も と す広域連合衛生施設

所 在 地 瑞穂市生津天王東町 2 丁目 57 番地

処 理 方 式 標準脱窒素処理方式

処 理 能 力 198ｋ ｌ /日（ 浄化槽汚泥と 併せて）

運 転 24 時間連続運転



別 紙 3

令和 8 年度 浄化槽汚泥処理計画

１ 浄化槽汚泥の排出状況

浄化槽設置基数及び年間汚泥排出量の見込みは次のと おり である 。

２ 収集・ 運搬計画

許可業者の年間稼動日数は 270 日と し 、 日量約 8kl を収集・ 運搬さ せる こ と と する 。

３ 搬入先

瑞穂市生津天王東町 2 丁目 57 番地 も と す広域連合衛生施設

４ 処 分

浄化槽汚泥の処分は、 も と す広域連合衛生施設のし 尿処理場において、 し 尿と 併せて

行う 。

５ 処理施設

業者 項目
R8 年度 計画発生量 R6 年度 実績

基数 発生量（ k l） 基数 実績量（ k l） 清掃率

㈱富士

し 尿 131 160 70 157 －

単独 635 1,400 640 1,390 100%

小型合併 24 110 23 110 143.8%

大型 26 350 11 348 45.8%

施 設 名 も と す広域連合衛生施設

所 在 地 瑞穂市生津天王東町 2 丁目 57 番地

処 理 方 式 標準脱窒素処理方式

処 理 能 力 198ｋ ｌ /日（ し 尿と 併せて）

運 転 24 時間連続運転



別紙4

し 尿汲み取り 日程

北方町

春来町・ 小柳・ 駒来町
仲町・ 船町・ 高屋

2 木 1 金 1 月 2 木 3 月 1 火 1 木 2 月 1 火 4 月 1 月 1 月

新町・ 天王町・ 森町
朝日町・ 芝原・ 黒定町・ 若宮町

3 金 7 木 2 火 3 金 4 火 3 木 2 金 5 木 3 木 5 火 2 火 2 火

東加茂・ 清水・ 地下・ 本町 7 火 11 月 5 金 7 火 7 金 7 月 6 火 9 月 7 月 8 金 5 金 5 金

石町・ 大門・ 戸羽町栄町・ 千歳町 10 金 14 木 9 火 10 金 13 木 10 木 9 金 12 木 10 木 14 木 9 火 9 火

増屋町・ 梅野町・ 一本松
加茂町・ 曲路

14 火 18 月 12 金 14 火 17 月 14 月 15 木 16 月 14 月 18 月 15 月 12 金

俵町・ 長谷川西・ 柱本・ 天狗堂 17 金 21 木 16 火 17 金 20 木 17 木 19 月 19 木 17 木 21 木 18 木 16 火

令和8年4月1日～令和9年3月31日

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月



株式会社富士　 収集車 別紙5

車種 容量 ナンバー 種類

いすゞ 3, 000L 岐阜830せ12-85 バキュ ーム車

いすゞ 3, 000L 岐阜800そ86-55 バキュ ーム車

いすゞ 3, 000L 岐阜800せ68-41 バキュ ーム車

いすゞ 3, 000L 岐阜830せ 1-05 バキュ ーム車

いすゞ 3, 000L 岐阜800せ81-53 バキュ ーム車

いすゞ 3, 500L 岐阜830せ21-47 バキュ ーム車

いすゞ 3, 700L 岐阜830す90-91 バキュ ーム車

いすゞ 3, 700L 岐阜800そ86-54 バキュ ーム車

いすゞ 9, 700L 岐阜800は 9-94 バキュ ーム車

いすゞ 10, 800L 岐阜800は12-36 バキュ ーム車

日野 3, 000L 岐阜800せ33-71 バキュ ーム車

日野 3, 000L 岐阜800そ49-39 バキュ ーム車

日野 3, 000L 岐阜800そ74-54 バキュ ーム車

日野 3, 700L 岐阜800そ49-40 バキュ ーム車

日野 3, 700L 岐阜800そ74-55 バキュ ーム車

三菱 3, 700L 岐阜830さ 17-00 バキュ ーム車

三菱 3, 700L 岐阜800す80-16 バキュ ーム車

日産 9, 400L 岐阜830さ  9-02 バキュ ーム車

日産 9, 700L 岐阜830す37-11 バキュ ーム車

三菱 3, 000L 岐阜800す 6-18 給水車

いすゞ 3, 000L 岐阜800さ 60-31 濃縮車

いすゞ 4. 15t 岐阜 11ら 65-25 フ ッ ク ロ ール

いすゞ 8. 0㎥ 岐阜 88ろ52-29 塵芥車

日野 6. 4㎥ 岐阜800そ29-04 塵芥車


